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【厚生労働省からのお知らせ】 

◆改正次世代法 施行直前 

 行動計画策定届の特別受付窓口を設置します！！（東京労働局） 

◆行動計画、くるみん・プラチナくるみん認定 相談会（東京労働局） 

◆現在の雇用失業情勢 
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【厚生労働省からのお知らせ】 
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▽▼  改正次世代法 施行直前 

    行動計画策定届の特別受付窓口を設置します！！（東京労働局）  ▲△ 

 

 次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」）では、従業員 101人以上の企 

業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、都道府 

県労働局に届け出ることが義務付けられています。 

 多くの企業が平成 27年３月に次期行動計画の届出を行うことが見込まれること 

から、東京労働局雇用均等室では、混雑緩和のため「行動計画策定届の特別受付 

窓口」を設置します。 

 東京労働局管内の企業の皆さまは、ぜひご利用ください！ 

 

 ◆開催期間 

  平成 27年３月５日（木）～３月 31日（火） 

 ◆場所 

  東京労働局雇用均等室 

  〒102－8305 

  千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 14 階 

  電話 03(6893)1100 

 ◆詳細はこちら 

   http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/ 



jigyounushi/_121149.html  

 

※「一般事業主行動計画策定・変更届」（様式第１号）の様式が変わりました。 

 平成 27年３月 31 日までは旧様式の届出も受付可能です（郵送の場合は３月 31 日 

 必着）。平成 27年４月１日以降は新様式での届出となりますので、ご注意くだ 

 さい。 

 

 

▽▼ 行動計画、くるみん・プラチナくるみん認定 相談会（東京労働局） ▲△ 

 

 次世代法改正により、事業主の皆さまから、「一般事業主行動計画」や「くる 

みん認定」などについてたくさんのご相談が寄せられていることから、東京労働 

局では、相談会を開催します。【無料・事前申込制】 

 「10 年先まで、どんな行動計画を作ったらいいの？」「創設されたプラチナく 

るみん認定を受けるにはどうしたらいいの？」 「プラチナくるみん認定を受けた 

らどうなるの？」といった個別のご相談を承ります！ 

 

 ◆相談日 

  平成 27年３月９日（月）、３月 12日（木）、３月 19日（木） 

 ◆場所 

  九段第３合同庁舎（開催日によって 11階または 14階） 

  〒102－8305 

  千代田区九段南１－２－１ 

  電話 03(6893)1100 

 ◆詳細・申込用紙のダウンロードはこちら 

   http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/ 

jigyounushi/_121150.html  

 

 

    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△ 

 ２月 27日に公表された１月の完全失業率は前月より 0.2 ポイント悪化の 3.6％、 

有効求人倍率は前月と同水準の 1.14 倍となりました。 

 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んで 

いる状況にあります。 

 

 【労働力調査（総務省）】 



  http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/201501.pdf  

 

 【一般職業紹介状況】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075076.html  
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★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 

 へリンク）  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 

●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、 

 複製を行うことができます。 
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